
8広報とよはし  平成 27 年 4月15日

市
内
に
残
る
江
戸
時
代
の
貴
重
な
遺
構
、
商
家「
駒
屋
」（
二
川
町
字
新
橋
町
）は
、
平
成
15
年
5
月
に
豊
橋
市
指
定
有

形
文
化
財
と
な
り
、
現
在
、
施
設
の
整
備
を
進
め
て
い
ま
す
。
11
月
1
日
㈰
の
一
般
公
開
日（
予
定
）に
先
立
ち
、
商

家「
駒
屋
」を
交
流
・
活
動
の
場
と
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
施
設
使
用
の
予
約
受
付
を
開
始
し
ま
す
。
ま
た
、
下
記
の

通
り
さ
ま
ざ
ま
な
オ
ー
プ
ン
記
念
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
し
ま
す
。

■
商
家「
駒
屋
」施
設
使
用
の
予
約
受
付

5
月
1
日
㈮
か
ら
次
の
通
り
施
設
使
用
の
予
約
を
受
け
付
け

ま
す
。

受
付
期
間　

使
用
す
る
月
の
6
か
月
前
の
1
日
か
ら（
申
込

順
）　

受
付
施
設
・
使
用
料
な
ど　

下
表
の
と
お
り
※
使
用
料

に
つ
い
て
、
入
場
料
・
会
費
を
徴
収
す
る
場
合
は
2
倍
、
収

益
目
的
・
企
業
活
動
の
場
合
は
3
倍
と
な
り
ま
す
。
休
館

日
お
よ
び
直
営
事
業
な
ど
で
使
用
で
き
な
い
日
が
あ
り
ま
す　

申
し
込
み　

5
月
1
日
か
ら
二
川
宿
本
陣
資
料
館（
☎
41
・
８

５
８
０
）

■
商
家「
駒
屋
」の
竣
工
式
・
特
別
公
開

と
き
／
内
容　

5
月
3
日
㈷
午
前
9
時
／
竣
工
式　

︿
同
日
開
催
　特
別
公
開（
施
設
ガ
イ
ド
）﹀

時
間　

午
前
10
時
・
11
時　

内
容　

春
の
庭
園
な

ど
施
設
全
体
を
公
開
し
ま
す　

講
師　

泉
田
英
雄

さ
ん（
改
修
復
原
工
事
監
修
者
）ほ
か　

定
員　

各

20
人
程
度（
抽
選
）　

参
加
料　

無
料　

そ
の
他　

当
日
は
「
二
川
宿
ス
イ
ー
ツ
の
日
」と
し
て
、
二
川

レ
モ
ン
か
し
わ
餅
2
個
入
り
３
３
０
円（
１
５
０
パ

ッ
ク
）を
販
売
し
ま
す　

申
し
込
み　

4
月
19
日
午

前
9
時
30
分
〜
4
月
24
日
正
午
に
二
川
宿
本
陣
資

料
館（
☎
41
・
８
５
８
０
）

商
家「
駒
屋
」施
設
使
用
の
予
約
受
付
を

開
始
し
ま
す

問
い
合
わ
せ　

�

二
川
宿
本
陣
資
料
館（
☎
41
・
８
５
８
０
）

■オープン記念・プレイベント（9月までの予定）
とき イベント名 内容

5月4日㈷・
17日㈰・
31日㈰

端
たんご

午の節句
ダンボールでオリジ
ナル兜

かぶと

を作ろう！

二川宿本陣まつり「五
月人形展� 端午の節
句」（詳細は本紙 4月
1日号14ページ参照）

7月4日㈯ 七夕の節句

切り絵による七夕飾
り作りや、再現した
江戸時代の庶民の食
事を楽しみます

7月25日㈯

灯
とう

籠
ろう

で飾ろう二川宿※
旧東海道二川宿の街
並みを灯籠でライト
アップします

本陣体験講座
浴衣を着よう

浴衣の着付けを体験
します

浴衣コンテスト
着付けの優雅さを競
うコンテストを開催
します

9月9日㈬ 重
ちょう

陽
よう

の節句

菊などを使った生け
花作りを行い、長寿
を祝う御膳を楽しみ
ます

中土蔵

離れ座敷

南土蔵

北土蔵

主屋

脇門

茶室

管理棟 広場

北蔵

■商家「駒屋」施設の使用受付

施設名称
床面積
（㎡）

主な用途

使用料
午前 午後 全日
午前9時～
正午

午後1時～
5時

午前9時～
午後5時

主屋
（板の間を除く） 139.04 展示会、体験講座 2,450 円 3,270 円 5,720 円

離れ座敷
（和室１室分） 24.77 展示会、体験講座、

華道会 650 円 870 円 1,520 円

茶室 24.96 茶会、体験講座 650 円 870 円 1,520 円
北土蔵
（ギャラリー部分） 48.35 展示会、体験講座、

飲食会 1,270 円 1,700 円 2,970 円

広場 570.00 展示会、
体験イベント 240 円 320 円 560 円

商家「駒屋」中庭

商家「駒屋」イメージパース

※は後援イベントとして開催。詳細は随時、本紙に掲載します
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中小事業者向けの各種補助制度・融資制度のお知らせ

がんばる中小事業者を応援します！
問い合わせ：商工業振興課　補助制度（☎51・2425）／融資制度（☎51・2431）
　　　　　　　 http://www.city.toyohashi.lg.jp/2856.htm

市では、資金調達の円滑化・企業活動の活性化のため、各種補助制度・融資制度により中小事業者を支援
しています。創業から事業の拡大まで、事業活動の各段階にあわせたメニューが多数ありますので、ご利
用ください。

＜補助制度＞
・事業実施にかかった費用の一部を助成します
・事前相談のうえ、事業実施後に申請してください

＜融資制度＞
・原則無担保で、法人代表者以外の連帯保証人は不要です
・信用保証協会の保証が必要になりますが、保証料の補助制度もあります

各制度の利用には条件があります。詳細はお問い合わせください。

大学と
連携したい

創業したい

創業したい

設備投資を
したい資金繰りを

改善したい
まちなかで
事業をしたい

事業を多角化
したい

特許を
とりたい

設備投資を
したい

展示会に
出展したい

ISO 規格を
とりたい

共同研究・委託研究の
費用

事務所の家賃費用 特許・実用新案権の
出願費用

償却資産（機械装置）
購入の費用

展示会などの
出展費用

ISO（9001、14001、22000、27001、
50001）CEマーキング、

FSSC22000、エコアクション21
の新規取得費用

補助金

融資

創業期 成長期 発展期

企
業
の
成
長

さまざまな場面で応援します！

資金使途：運転資金、設備資金　　融資限度額：1,000 万～ 5,000 万円
融資期間／利率：3 ～ 10 年以内／年 1.1 ～ 1.9％（融資限度額・利率などは条件により異なります）


